
（案） 

令和２年度第６回江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会 議事録 

 

１ 開催方法 書面審査による開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

２ 審査者  平田 善信 会長、山田 勝 委員、山田 幸五郎 委員、村島 章惠 委員、

上條 司 委員 

３ 答申日  令和３年１月21日（木）      

 

４ 議 題 

  第 17 号議案  なごみの家運営業務の江戸川区社会福祉協議会への外部委託について 

（諮問）福祉部福祉推進課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、当該業務を委託するに当たっては、

委託契約において個人情報保護規定を明記し遵守させることはもとよ

り、区においても、個人情報の不適正な取扱いが生じないよう、委託業

務を厳格に管理するため、定期的な報告及び立入調査の実施など、情報

漏えい防止のための万全の対策を講じるよう要請する旨の答申を行うこ

ととした。 

 

  第 18 号議案  介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給決定通知の印刷、封入

封かん及び発送業務の外部委託について  

（諮問）福祉部介護保険課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、当該業務を委託するに当たっては、

委託契約において個人情報保護規定を明記し遵守させることはもとよ

り、区においても、個人情報保護に関する第三者機関の認証を取得して

いる業者を選定することとし、個人情報の不適正な取扱いが生じないよ

う、委託業務を厳格に管理するため、定期的な報告及び立入調査の実施

など、情報漏えい防止のための万全の対策を講じるよう要請する旨の答

申を行うこととした。 

 

  第 19 号議案  困りごとに関する実態調査実施に係る個人情報の目的外利用及び外部

委託について 

（諮問）福祉部生活援護第一課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、目的外利用を行うに当たっては、当

該業務以外への目的外利用の禁止及び外部への漏えい防止を図り、当該

業務を委託するに当たっては、委託契約において個人情報保護規定を明

記し遵守させることはもとより、区においても、個人情報保護に関する

第三者機関の認証を取得している業者を選定することとし、個人情報の

不適正な取扱いが生じないよう、委託業務を厳格に管理するため、定期



（案） 

的な報告及び立入調査の実施など、情報漏えい防止のための万全の対策

を講じるよう要請する旨の答申を行うこととした。 

 

  第 20 号議案  江戸川区未就園児家庭訪問事業の実施に係る業務の外部委託について

（諮問）子ども家庭部相談課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、当該業務を委託するに当たっては、

委託契約において個人情報保護規定を明記し遵守させることはもとよ

り、区においても、個人情報保護に関する第三者機関の認証を取得して

いる業者を選定することとし、個人情報の不適正な取扱いが生じないよ

う、委託業務を厳格に管理するため、定期的な報告及び立入調査の実施

など、情報漏えい防止のための万全の対策を講じるよう要請する旨の答

申を行うこととした。 

 

  第 21 号議案  東京都が実施する社会的養護に係る補助事業に伴う個人情報の本人外

収集及び外部提供について 

（諮問）子ども家庭部援助課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、個人情報の本人外収集を行うに当た

っては、職員に対して、不要になった情報は確実に消去するなどの適正

管理の遵守を徹底させるとともに、外部提供を行うに当たっては、適切

な提供及び提供先における当該個人情報の適正な管理を確保するための

万全の対策を講じるよう要請する旨の答申を行うこととした。 

 

  第 22 号議案  江戸川区新型コロナウイルスワクチン事業に係る外部委託について 

（諮問）健康部新型コロナウイルス感染症予防接種担当課 

        ・ 諮問内容の必要性を認める一方、当該業務を委託するに当たっては、

委託契約において個人情報保護規定を明記し遵守させることはもとよ

り、区においても、個人情報保護に関する第三者機関の認証を取得して

いる業者を選定することとし、個人情報の不適正な取扱いが生じないよ

う、委託業務を厳格に管理するため、定期的な報告及び立入調査の実施

など、情報漏えい防止のための万全の対策を講じるよう要請する旨の答

申を行うこととした。 

 

  第 23 号議案  令和２年度審査請求第 13 号について 

（諮問）福祉部福祉推進課 

        ・ 審査会は、審査請求人に対し、審査会諮問通知書を送付するととも

に、審査庁から送付された弁明書に対する意見書等をおおむね２週間の

期間で提出並びに口頭による意見陳述及び提出資料の閲覧の申出ができ

る旨の通知を併せて行い、審議を継続することとした。 



（案） 

        ・ また、審査会は、審査請求人又は処分庁から意見書等の提出があった

場合には、処分庁又は審査請求人に対し、当該意見書等の写しを送付す

るとともに、意見書等に対する意見等がある場合の提出期限をおおむね

２週間とする旨の通知を併せて行うこととした。 

 

５ 報 告   

 ⑴ 区立学校における書類の紛失について 

 ⑵ インターネット等運用審査会の審査結果について 

 


